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※１　使用頻度が低く劣化が生じにくいことその他の理由により人が危害を受けるおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く

工作物

煙突 6ｍを超え10ｍ以下 10ｍ超える

広告塔、看板 4ｍを超え10ｍ以下 10ｍ超える

擁壁 2ｍを超え3ｍ以下 3ｍ超える

木造

2以下 3以上

300㎡以下

用途・構造 面積等
限定特定行政庁

（袋井市）
特定行政庁

（県）

300㎡超える

16ｍ以下 16ｍ超える

建築物

特殊建築物
（映画館、病院、ホテル、共
同住宅、店舗等）

非木造
（鉄骨造、RC造、混構造等）

1以下 2以上

200㎡以下 200㎡超える

床面積 200㎡以下 200㎡超える


